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I. ＵＡＶを用いた航測法（乙１区域）の概要 

1. はじめに 

地籍調査は、地籍調査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号。以下「準則」という。）及び同運用基

準（平成１４年３月１４日付け国土国第５９０号国土交通省土地・水資源局長通知。以下「運用基準」とい

う。）に基づき市町村等により実施されています。 

測量技術の進展により、高精度の空中写真や航空レーザ測量から得られるリモートセンシングデータ（以下

「リモセンデータ」という。）を活用した手法の導入が可能な環境が整ってきたことから、第七次国土調査十

箇年計画において導入の方向付けが行われ、令和２年の準則・運用基準改正で「航測法を用いた地籍調査」が

位置付けられました。 

航測法を用いた地籍調査では、リモセンデータから得られた基礎資料を有効活用することにより、急峻な地

形や繁茂植生等によって危険を伴う場所での作業について負担軽減等が期待でき、従来法に比べて地籍調査そ

のもののスピードアップや効率化を図ることが可能です。 

令和２年の準則・運用基準改正では、航測法は精度区分乙２又は乙３が適用される区域において行うことが

できるとされていました。乙１に属する里山・農村部における地籍調査は、道路、集落、耕作地、農業施設用

地等の人工地物が増えることに伴い、山村部に比して地形が複雑になることから、地理空間情報の整備におい

ては土地利用等の詳細な区画形状を調査する必要があります。このため、乙２や乙３区域の山村部で多く利用

されているリモセンデータの技術では詳細な区画形状の把握が困難な場合が多く、より高精度で詳細な調査技

術が必要となります。 

近年進展の著しい高精度の無人航空機を用いたリモセンデータ（以下、「ＵＡＶリモセンデータ」という。）

の活用により、航測法の乙１区域への導入が可能であることが効率的手法導入推進基本調査において確認され、

令和５年度に行われた第７次国土調査事業十箇年計画の中間見直しの報告において対象地域拡大の方向性が盛

り込まれたことを受け、令和６年の準則・運用基準改正にて、乙１区域における地籍調査を航測法で行うこと

が可能となりました。本手引きは、準則・運用基準に規定された内容に従い、乙１区域においてＵＡＶリモセ

ンデータを用いる地籍調査の手順等を解説したものです。 
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［無人航空機を用いた測量作業における安全確保について］ 

無人航空機を用いた地籍調査を行うにあたって、無人航空機を安全に運航して測量を円滑に実施することが

求められます。航空法令や関連するガイドライン、国土交通省航空局が示す飛行ルール等を遵守し、安全の確

保に努めてください。国土交通省ＨＰ「無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール」に、機体登録、

操縦者技能証明、飛行許可・承認、事故の報告等のルールが掲載されています。安全に測量を行うため、常に

最新の様々な情報を収集しつつ、発注者と受注者で十分に協議してください。 

 

（参考ウェブページ） 

・無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール 

 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html 

国土交通省航空局のウェブページ。無人航空機に関する説明、ルール、許可・承認の申請手続きの方法、

無人航空機の安全な飛行のためのガイドライン、航空局標準マニュアル（２０１７年６月２４日更新）な

ど、様々な情報が掲載。 

・小型無人機等飛行禁止法関係 

 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html 

 警察庁のウェブページ。平成２８年３月１８日に公布され、４月７日から施行。 

・測量調査に供する小型無人航空機を安全に運航するための手引き（ＰＤＦ ８９８ｋＢ） 

http://www.jsprs.jp/pdf/UAV20150525.pdf 

 一般社団法人日本写真測量学会が取りまとめた安全運航のための手引き。 

・地理院地図(人口集中地区 平成２７年 総務省統計局) 

https://maps.gsi.go.jp/?z=9&ls=did2010#9/35.362222/138.731389/&base=std&ls=std%7Cdid2015&blend=0&di

sp=11&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0 

 国土地理院が提供する地図サービス（地理院地図）で、ＤＩＤの範囲を表示可能。 

・地理院地図(空港等の周辺の空域) 

https://maps.gsi.go.jp/#11/35.603160/139.781113/&base=std&ls=std%7Ckokuarea&disp=11&lcd=kokuarea&vs

=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m 

 国土地理院が提供する地図サービス（地理院地図）で、国土交通省航空局による「空港等の周辺の空域」

の範囲を表示可能。 

 

  

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
http://www.jsprs.jp/pdf/UAV20150525.pdf
https://maps.gsi.go.jp/?z=9&ls=did2010#9/35.362222/138.731389/&base=std&ls=std%7Cdid2015&blend=0&disp=11&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0
https://maps.gsi.go.jp/?z=9&ls=did2010#9/35.362222/138.731389/&base=std&ls=std%7Cdid2015&blend=0&disp=11&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0
https://maps.gsi.go.jp/#11/35.603160/139.781113/&base=std&ls=std%7Ckokuarea&disp=11&lcd=kokuarea&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m
https://maps.gsi.go.jp/#11/35.603160/139.781113/&base=std&ls=std%7Ckokuarea&disp=11&lcd=kokuarea&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m
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2. 用語の解説 

本手引において使用する主な用語について、下表のとおり整理しています。 

 

表 I-1 用語の解説 

用  語 解  説 

航空測量 有人航空機又は無人航空機に計測機器を搭載して行う測量。 

ＵＡＶ測量 航空測量のうち無人航空機に計測機器を搭載して行う測量 

空中写真測量 

有人航空機又は無人航空機から撮影した空中写真を使用して行う測量。飛行機やヘリコプターなど

から撮影した空中写真を基に、地形、地物の位置・形状を取得して地図作成を行うことや、写真判

読を行うことをいう。 

ＵＡＶ空中写真

測量 
空中写真測量のうち無人航空機から撮影した空中写真を使用して行う測量。 

航空レーザ測量 

有人航空機又は無人航空機から照射するレーザにより、地上の高さや形状を３次元で計測する測

量。飛行機、ヘリコプターなどの航空機にレーザ測距装置、ＧＮＳＳ／ＩＭＵを搭載して、地表の

三次元座標を取得する。レーザパルスの反射時間から、航空機と地表との距離を計測することで、

三次元座標を取得することができる。 

ＵＡＶレーザ 

測量 

航空レーザ測量のうち無人航空機から照射するレーザにより、地上の高さや形状を３次元で計測す

る測量。 

リモセンデータ 空中写真測量や航空レーザ測量から得られるリモートセンシングデータ。 

ＵＡＶリモセン

データ 
ＵＡＶ空中写真やＵＡＶレーザ測量から得られるリモセンデータ。 

数値標高モデル

（ＤＥＭ） 

地表を不整三角網あるいは格子により区分し、その区分の代表とする位置の標高値を表現するモデ

ル。樹木や建物などの地物の高さは含まれない。数値地形モデルと同じ意味で使われることもあ

る。 

数値表層モデル

（ＤＳＭ） 

地表を不整三角網あるいは格子により区分し、その区分の代表とする位置の表層の標高値を表現す

るモデル。数値標高モデルと異なり、樹木や建物などの地物の高さを含む。建物の三次元表現には

有効であるが、地形図の作成時には樹木や建物などの高さを取り除くフィルタリング処理が必要に

なる。 

オルソ画像 

空中写真の位置が地図に一致するよう補正を行った写真のこと。中心投影である空中写真を、平面

直角座標系、ＵＴＭ座標系などで表現された地図に合うよう加工処理した正射投影の写真。空中写

真からカメラの傾きによるひずみを補正するほか、鉛直点を中心とする、比高による放射方向のひ

ずみを補正することで得ることができる。 

対空標識 
空中写真撮影時に、基準点などの写真上の位置が認識できるように地上に設置する標識。明瞭に確

認できるよう、写真縮尺などを考慮し、形状、寸法、色などを選定する。 

標定点 空中写真や衛星画像を標定するための基準点。 

航測図根点 
補備測量の与点として利用する目的で、空中写真測量又は航空レーザ測量によって地上位置座標を

求めた点。 

数値写真 
デジタル化された写真画像のこと。一般のアナログ空中写真を、スキャナーを使用して数値化す

るか、デジタル航空カメラにより撮影することで作成される。 

内部標定 
空中写真撮影時におけるカメラの内部機構を、図化機の内部における写真座標の計測機構へ対応づ

けること。 

外部標定要素 
外部標定を行う場合に決定される要素。空中写真の撮影時のカメラの投影中心の位置及び３軸（オ

メガ軸、ファイ軸、カッパ軸）の回りの回転量の６つからなる。 

ステレオモデル 
ステレオ図化機において実体写真が標定され、ステレオ観測、ステレオ測定ができる状態になっ

た、撮影された地表の状況と相似の３次元モデル。 

ＧＮＳＳ/ＩＭＵ 

装置 

人工衛星を用いて位置を決定するシステムである全球測位衛星システム（ＧＮＳＳ）と、航空機の

傾きと加速度を計測する装置である慣性計測装置（ＩＭＵ）と組み合わせた装置。 
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3. ＵＡＶリモセンデータを用いる地籍調査の作業工程 

ＵＡＶリモセンデータを用いる地籍調査は、有人航空機による航測法と同様に、土地に関する資料、リモセンデータか

ら得られた地形情報や植生情報、現地確認で得られた情報、現地における位置に精通している者（以下、「現地精通者」と

いう。）の証言等による情報等の組み合わせにより、原則として現地立会いを行わないで筆界案を作成し、それを土地所有

者等が図面や集会所等で確認する（必要に応じて現地で補備測量を行う）こと等により実施します。 

ＵＡＶ測量は、一般的に有人航空機に比べて低い高度から計測するため、有人航空機よりもさらに詳細な地形情報等を

得ることができます。ただし、一度に計測することができる面積は有人航空機に比べて局所的な区域となり、ＵＡＶ測量

の計測面積は、1日当たり０．２～０．３㎢ 程度となります。 

乙１区域の人工地物が増加する複雑な筆界等の分析にあたっては、有人航空機による航空測量では困難であり、また、

急傾斜地形や耕作放棄地等が存在する乙１区域では、地上法による作業は、土地所有者の現地立会や測量作業等に危険を

伴い大きな負担となることから、安全かつ効率化のためＵＡＶ測量を採用することが望ましいと考えられます。なお、計

測性能の限界により筆界構成が不明確なもの（地形変化のない境界、激しい樹勢下の地形凹凸、狭小な構造物、

境界鋲のような微小な境界点など）に対しては補備測量等の実施も含めて適用を判断する必要があります。 

既存のリモセンデータを可能な限り活用しますが、なければ新規にＵＡＶ空中写真測量やＵＡＶレーザ測量が必要とな

ります。新規にＵＡＶ測量を実施する場合には、調査区域の地形状況や植生状況等を踏まえてＵＡＶレーザ測量とするか

ＵＡＶ空中写真測量とするかを選択します。ＵＡＶレーザ測量は、地表面が植生などに覆われている土地（例えば不在土

地所有者といった土地の管理不足で農作物が現在作付けされておらず農地に草木の繁茂がある耕作放棄地等）の、空中写

真からは形状把握に支障が生じる土地に対して筆界を推定するのに有効な方法となります。ＵＡＶ空中写真測量は、ＵＡ

Ｖレーザ測量では筆界を判読することが難しい土地、例えば道路や用悪水路といった長狭物やその周辺の上空視界良好な

土地に対して筆界を推定するのに有効な方法となります。ＵＡＶ空中写真測量のみでは里山・農村部の地域特性において

地形の起伏の変化を詳細に把握することが困難になるため、ＵＡＶレーザ測量を併用することが望ましいです。 また、植

生の繁茂状況によっては、レーザの地盤到達度が低いことがあります。落葉樹の場合は繁茂期と落葉期があり地盤到達度

が大きく異なるため、計測時期を考慮する必要があります。 

ＵＡＶリモセンデータを用いる地籍調査の作業フローは 図 I-2（ＵＡＶ測量は青点線枠）のとおりです。 
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図 I-2 ＵＡＶリモセンデータを用いる地籍調査の作業の流れ 

 

一筆地調査 地籍測量＜航測法＞

E１：作業の準備

E２：作業進行予定表の作成

E３：単位区域界の調査

E４：調査図素図等の作成

E５：現地調査等の通知

E６：市町村の境界の調査

E７：現地調査等
（筆界案作成・集会所等

での筆界確認含む）

E８：取りまとめ

E９：実施者検査
E１０：認証者検査

Ｇ：地籍測定

Ｈ３：地籍簿案の作成

ＲＤ１１～ＲＤ１７:補備測量

ＲＤ１９：実施者検査
ＲＤ２０：認証者検査

ＲＤ４：標識の設置

ＲＤ９：実施者検査
ＲＤ１０：認証者検査

ＲＤ１８：筆界点座標値の計測及び点検

空中写真の活用
（既存）

ＲＤ６-３:
空中三角測量

（必要に応じて実施）

ＲＤ７-３:
空中写真を用いた
基礎資料の作成

ＲＤ８:取りまとめ

レーザ測量の
成果の活用
（既存）

ＲＤ７-４:
三次元の座標値データを用

いた基礎資料の作成

ＲＤ５-２:
UAVレーザ計測

（新規）

ＲＤ６-２:
UAVレーザ計測

ＲＤ７-２:
三次元の座標値データを用

いた基礎資料の作成

Ａ、Ｂ：事業計画・準備

ＲＤ１：作業の準備

C：地籍図根三角測量

ＦⅡ－２：地籍図原図の作成
Ｈ：地籍図及び地籍簿の作成

（閲覧・訂正を含む）

ＲＤ３：標定点等の選点及び座標計測

ＲＤ２：既存資料の収集

ＲＤ５-１:
UAV空中写真撮影

（新規）

ＲＤ６-１:
空中三角測量

ＲＤ７-１:
UAV空中写真を用いた基礎資

料の作成

ＲＤ５：空中写真撮影又は航空レーザ計測

ＲＤ６：ＵＡＶ空中三角測量又はＵＡＶレーザ計測データの解析

ＲＤ７：空中写真又は三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成

ＵＡＶ測量
※ＲＤ工程とＥ工程

は併行して実施
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II. 事業計画・準備（Ａ、Ｂ工程） 

 地籍調査にあたっては、基本的に乙２又は乙３地域と同様に、調査地域、精度及び縮尺区分、作業方法、予算

等、様々な要素を適切に考慮して事業を進めていく必要があります。Ａ工程とＢ工程の詳細は、航測法を用いた

地籍調査の手引（国土交通省 政策統括官付地理空間情報課地籍整備室（２０２５年３月改訂）、以下「航測法の手

引」という。）の中の「Ⅱ．計画と準備（Ａ、Ｂ工程）」に記載されています。 

 

 

III. 地籍図根三角測量（Ｃ工程） 

 地籍図根三角点は、地籍測量を実施するための基準点として設置されます。 

航測法において、準則第７７条では、標定点（空中写真測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点）又は

調整点（航空レーザ測量における航空レーザ計測の結果得られたデータの点検及び調整を行うために必要な水平

位置及び標高の基準となる点）は、地籍図根三角点等又は単点観測法により観測された点を使用するものとし、

単点観測法により観測された点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければなら

ない、とされています。 

乙１区域に適用するＵＡＶ測量では、乙２又は乙３区域の航空測量に比べて計測エリアが局所的となるため、

地籍図根三角点等のみで必要な標定点や調整点の数量を満たすことは困難となります。そのため、必要な数量に

満たない場合は、不足する点数について既設の基準点を用いるか、単点観測法により観測された点を使用します。 

準則第７６条２項のとおり、地籍図根三角測量の省略は可能であることから、標定点、調整点に関する測量や

補備測量での必要性を考えて地籍図根三角測量を行うかどうかを判断します。 
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IV. 航空測量（ＲＤ工程） 

1. 作業の準備（ＲＤ１工程） 

ＵＡＶ測量データを用いた一筆地調査で使用する基礎資料の作成にあたっては、Ａ、Ｂ工程で決定された

実施方針における航空測量の実施内容に応じて作業の準備をします。図 I-2 に示すように、使用するデータ

の種類や内容によって作業内容が異なりますので、それに対応した作業の準備を次のとおり行います。 

① 既存資料を活用して作業を行う場合には、具体的な入手手続きや購入手続きを行い、入手後のデータ解

析等の内容に応じて、使用する機材、技術者等の準備（外部委託先の選定等）を実施します。 

② 新規にＵＡＶ空中写真やＵＡＶレーザ計測といったＵＡＶ測量を実施する場合には、作業の発注等の準

備をします。取得しようとするデータの種類、仕様等を決定し、撮影や計測の適切な時期を選定します。 

③ ①及び②並びに付随する作業について、仕様書に基づき作成した業務計画書と照らし合わしながら個別

の実施計画書を作成します。 

 

2. 既存資料の収集（ＲＤ２工程） 

2.1 既存のＵＡＶレーザ測量データの収集 

既存のＵＡＶレーザ測量データを使用する場合は、公共測量成果又は公共測量に準じた成果検定済みのもので運用基準

等の許容範囲を満たしている成果の利用が基本となります。一般的な公共測量等で作成される航空レーザ測量データとし

ては、表 IV-1に上げられるデータ等がありますので、メタデータ、精度管理表、品質評価表等の資料を併せて入手しま

す。また、国土地理院のウェブサイト「公共測量データベース(公共測量実施情報)」からＵＡＶ測量を実施した計画機関

名や測量地域、計測時期、縮尺などを検索することができます。 

 

表 IV-1 既存のＵＡＶレーザ測量データを使用する場合の関連データの収集（公共測量作業規程準則第４７８条準用） 

データ等の種類 データ・資料等の名称 

 
ＵＡＶレーザ測量 

データ・解析資料 

①オリジナルデータファイル 

②その他のデータファイル（グラウンドデータ、グリッドデータ（ＤＥＭ）、等高線データ、数値

地形図データ） 

③デジタル表層モデル（ＤＳＭ）、ＵＡＶレーザ測量用数値写真、微地形表現図、林相識別図、

樹高分布図（入手可能な場合） 

 

その他付帯資料 
①ＵＡＶレーザ測量作業報告書 

②精度検証資料（既に精度検証が実施されている場合） 

 

2.2 既存のＵＡＶ空中写真の収集 

 既存のＵＡＶ空中写真を使用する場合も、公共測量成果又は公共測量に準じた成果検定済みのものを入手

するものとします。こちらも同様に、国土地理院の公共測量データベースでも検索することができます。 

 

2.3 その他の既存資料の収集 

① オルソ画像の収集 

市町村等で作成されているオルソ画像を利用できる場合は、そのデジタル画像を収集してＧＩＳ等のベースマップと

して使用すると便利です。また、国土地理院の「地理院地図」のオルソ画像も有用です。 
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②航空測量の空中写真 

既存の有人航空機による空中写真は、上記と同様に、国土地理院の公共測量データベースでも検索することができま

す。また国土地理院のウェブサイト「地図・空中写真閲覧システム」に登録されている空中写真や林野庁撮影の空中写真

の利用も考えられます。地図・空中写真閲覧システムの利用画面で提供される空中写真の情報は、空中写真の画像につい

て、写真標定図の上での撮影点の位置、整理番号、コース番号、写真番号、撮影年月日、撮影地域、撮影高度、撮影縮尺、

地上画素寸法、カメラ名称、焦点距離、カラー種別、写真種別、撮影計画期間、市町村名等が提供されます。これらの情

報を解析して、必要とする空中写真を立体視が可能な連続した写真として購入します。 

なお、既存の空中写真が運用基準等の仕様を満たしていない場合（基礎資料の作成に適さない場合）でも、過去の調査

地域の状況を写した記録として、土地の所有者等の筆界の確認等において有用な場合があります。 

 

③ＤＥＭ等の収集 

既存の航空測量の空中写真からオルソ画像を作成する場合は、空中三角測量による写真の外部標定要素の計算や地形の

凹凸等の補正のための地形データが必要になります。空中写真測量による地形データの作成は時間を要しますので、運用

基準等の仕様を満たしていない空中写真をオルソ化して参考資料として使用する場合などは、既存のＤＥＭデータを使用

して簡易的にオルソ画像を作成するのが効率的です。この場合、国土地理院のウェブサイト「基盤地図情報サイト」の

「基盤地図情報・数値標高モデル（ＤＥＭ）」の利用が考えられます。 

 

3. 標定点等の選定及び座標計測（ＲＤ３工程） 

3.1 ＵＡＶ空中写真測量のための標定点及び航測図根点の選定と座標計測 

新規にＵＡＶによる空中写真を撮影する場合には、空中三角測量に必要となる水平位置及び標高の基準となる標定点

を、位置と数量を勘案して選定します（運用基準別表第３１、図 IV-2）。標定点は、原則として既に設置済みの地籍図

根三角点等の中から選定しますが、単点観測法により観測された点を使用することも可能です。単点観測法による場合は、

「単点観測法による細部図根測量マニュアル」などに基づき実施します。標定点の設置は、測量法第３４条に基づき定め

られた作業規程の準則第２編第２章の基準点測量に準じた観測又は第３編第２章第４節第２款のＴＳ点の設置に準じた観

測で求めることができることとし、これらの観測により設置された既設点を使用することもできます。（公共測量作業規

程準則第１４０条） 

対空標識を設置する場合には、上空視野が十分に確保され、空中写真に明瞭

に写り識別できること、設置が容易でかつ確実に保持できる地点であることに留

意する必要があります。これらの点の選点結果は、標定点選点図、標定点配置

図、現地の状況が分かる写真として取りまとめます（運用基準別表第５）。 

補備測量が必要と考えられる場合には、航測図根点（補備測量に必要な水平

位置及び標高の基準となる点）の設置場所も考慮しながら、適正な規格の標識

を設置します（運用基準別表第２）。その結果は、航測図根点選点図及び標識の

設置状況写真に取りまとめます（運用基準別表第５）。 

 

3.2 既存の空中写真のための標定点の選定と座標計測 

既存の空中写真を使用する場合は、従来の空中三角測量を実施することにな

ります。この場合、空中写真に写っている明瞭な地物等を選定し、その位置と標

高を現地で測量して標定点とします。また、図 IV-3のとおり、多くの標定点を

配置する必要があります。 

  

撮影コース 

撮影コース 

図 IV-2 標定点の選点例 
（単コースの場合） 

図 IV-3 既存空中写真の標定点の選定例 
（複数コースの場合） 
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3.3 ＵＡＶレーザ測量のための調整点と航測図根点の選定と座標計測 

新規にＵＡＶレーザ測量を実施する場合は、運用基準別表第３１で規定される

数量及び配置の条件に基づき、計測範囲に偏りがないよう調整点を選定します

（図 IV-4）。調整点は原則として既に設置済みの地籍図根三角点等の中から選定

しますが、単点観測法により観測された点を使用することも可能です。単点観測

法による場合は、「単点観測法による細部図根測量マニュアル」などに基づき実

施します。ＵＡＶレーザ測量は航空レーザ測量に比べて調査地域を含めて狭い範

囲で計測することから、調査地域の内側で、対空標識が確実に保持でき、設置が

容易な地点などを選定することが困難な場合には、調査地域の外側に設置する方

が計測精度に効果的な場合もあるため、適宜に判断し設置します。 

また、調整点の設置は、測量法第３４条に基づき定められた作業規程の準則

第２編第２章の基準点測量に準じた観測又は第３編第２章第４節第２款のＴＳ点の

設置に準じた観測で求めることができることとし、これらの観測により設置された

既設点を使用することもできます。（公共測量作業規程準則第４５３条） 

さらに、補備測量が必要と考えられる場合には、航測図根点の設置場所も考慮しながら、適正な規格の標識を設置しま

す（運用基準別表第２）。その結果は、航測図根点選点図及び標識の設置状況写真に取りまとめます（運用基準別表第

５）。 

 

3.4 標定点及び調整点及び航測図根点の選定工程の成果 

各作業における成果は 表 IV-5のとおりです。 

 

表 IV-5 標定点、調整点及び航測図根点の設置作業における記録及び成果（運用基準別表第５） 

作業の種類 記録及び成果 

ＵＡＶ空中写真測量（新規） 
① 基準点等成果簿写、② 標定点選点図、③ 標定点配置図、④ 標定点明細表、⑤ 標定点測量簿、 

⑥ 標定点成果簿、⑦ 精度管理表（標定点）、⑧ 航測図根点選点図、⑨ 標識の設置状況写真 

空中写真（既存） ① 標定点選点図、② 標定点配置図、③ 標定点成果簿、④ 精度管理表（標定点） 

ＵＡＶレーザ測量（新規） 
① 基準点等成果簿写、② 調整点選点図、③ 調整点配置図、④ 調整点明細表、⑤ 調整点測量簿、 

⑥ 調整点成果簿、⑦ 精度管理表（調整点）、⑧ 航測図根点選点図、⑨ 標識の設置状況写真 

図 IV-4 ＵＡＶレーザ測量のための調整
点の選定 
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4. 標識の設置（ＲＤ４工程） 

4.1 ＵＡＶ空中写真測量のための対空標識の設置 

新規にＵＡＶ空中写真測量を実施する際に標定点へ設置する対空標識は、リモートセンシングデータで明瞭に検知する

ことができる形状と大きさ、また周辺とのコントラストを有していることが必要です。乙１区域における空中写真測量で

標定点に設置する対空標識の形状や大きさは、空中写真の地上画素寸法の１５倍以上の大きさの方形を標準とするとされ

ています（運用基準別表第３２）。 

対空標識の色は白黒を標準とし、状況により黄黒又は明瞭に判別できる適切な

色の組合せとなります。対空標識の模様は、星型、X型、＋型、円型を標準としま

す（図 IV-6）。航測図根点をＵＡＶ空中写真測量で設置する場合の対空標識の大

きさ及び形状についても標定点の場合と同様です。 

対空標識を偏心して設置する場合は、偏心点に標杭を設置し、これを中心と

して対空標識を設置します。偏心要素の測定は、ＴＳ測量等により精度を確保

する必要があります（運用基準第２５条、別表第７）。 

 

4.2 ＵＡＶレーザ測量のための調整点等の対空標識の設置 

新規のＵＡＶレーザ測量のための調整点に設置する対空標識は、レーザ光の反射強度の相

違、比高等により検知が可能となるように、レーザ光の観測密度に依存して大きさを設定する

必要があります。形状は、方形としレーザ点群で確認が容易となるように地面より高く設置す

る等の工夫が必要です。対空標識の大きさは、乙１区域の場合、標準的な計測点間隔の５倍以

上の大きさの方形を標準とします（運用基準別表第３２）。 

材料は、ＵＡＶ空中写真測量と同様の耐水ベニヤ板や合成樹脂素材等が使われます（図 

IV-7）。植生等で覆われた地点に設置する対空標識については、対空標識面と地盤面とを判別

できるような高さ（植生被覆から３０ｃｍ程度）を確保する必要があります。また、対空標識

に反射の強い素材や半透明の素材を使用した場合（近赤外線の再帰性特性を持つシートの貼付やペンキを表面に塗布等）、

位置誤差、特に標高方向を生じるおそれがあるため、レーザの反射強度を抑えたものを使用して反射強度の強弱により

対空標識の模様を判読する必要があります。航測図根点をＵＡＶレーザ測量で設置する場合の対空標識の大きさ及び

形状についても調整点の場合を準用します。 

 

4.3 標識の設置工程の成果 

対空標識の設置工程における成果は、表 IV-8のとおりです。 

 

表 IV-8 対空標識の設置作業における記録及び成果（運用基準別表第５） 

作業の種類 記録及び成果 

ＵＡＶ空中写真測量 

① 対空標識点明細表（標定点・航測図根点） 

② 対空標識点一覧表（標定点・航測図根点） 

③ 精度管理表（標定点・航測図根点） 

ＵＡＶレーザ測量 

① 対空標識点明細表（調整点・航測図根点） 

② 対空標識点一覧表（調整点・航測図根点） 

③ 精度管理表（調整点・航測図根点） 

 

星型  Ｘ型  ＋型  円型 

図 IV-6 対空標識の標準模様 

図 IV-7 対空標識 
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5. ＵＡＶ空中写真撮影又はＵＡＶレーザ計測（ＲＤ５工程） 

5.1 ＲＤ５-１：ＵＡＶ空中写真撮影 

① 空中写真の特徴 

空中写真の特徴は、地表を人の眼で見た風景と近い情報として記録することができる点です。特に、空中写真を立体視

することにより三次元情報が得られ、筆界判読等の情報は向上します。また、空中写真は、現地確認の資料、筆界案の作

成及び集会所等における筆界確認等の資料として利用します。 

 

② 空中写真の新規撮影 

ア．ＵＡＶカメラの仕組み 

ＵＡＶ空中写真測量は、ＵＡＶに搭載されたデジタルカメラを使用し、地形や地物等を撮影しその数値写真を用いて

写真測量を行う技術です。ＵＡＶ空中写真測量では、航空機に搭載されるデジタル航空カメラと異なり、ＧＮＳＳ/Ｉ

ＭＵが搭載されていないデジタルカメラのもとで空中写真を撮影します。撮影に使用するデジタルカメラは、以下の性

能及び機能を有することが標準となります。 

A   焦点距離、露光時間、絞り、ＩＳＯ感度が手動で設定できること 

B  レンズの焦点距離を調整したり、レンズのブレ等を補正したりする自動処理機能を解除できること 

C   焦点距離や露光時間等の情報が確認できること。 

D   十分な記録容量を確保できること 

E   撮像素子サイズ及び記録画素数の情報が確認できること 

 

さらに、撮影に使用するデジタルカメラのレンズは、独立したカメラキャリブレーションを行った単焦点のものを使

用し、撮影した空中画像は非圧縮形式で記録することが標準となります。 
 

図 IV-9 ＵＡＶに搭載するデジタルカメラと撮影した空中写真 

 

イ．撮影における留意点 

撮影にあたっては、航空法その他の無人航空機の飛行に関わる法律、条例、規制などを遵守し、撮影計

画に反映させる必要があります。例えば、里山や農村部における撮影では、集落の位置、飛行において配

慮すべき重要施設（空港関連施設、発電関連施設、防衛施設等）、周辺道路の交通状況、国有林の管理状況、

及び地域固有の気象条件による飛行障害等の周辺地域についても留意し、飛行コースや飛行高度について

安全な撮影計画を立てます。飛行予定範囲（飛行ルートの直下及び周辺の範囲）の中には、私有地や家屋

等が存在する場合があります。居住者に対しては、事前に飛行予定日時、飛行目的、飛行方法等の実施内

容を適切に説明し、飛行の許可を得ることが重要となります。また通信障害となる送電線や携帯基地局等

の位置を把握して離着陸を行う場所や飛行コースの設定を行います。ＵＡＶを飛行させる際には、上記の

地域事情を勘案して安全に飛行させるために必要な監視員等の作業員を配置することに留意します。 

 

  

単焦点レンズ搭載のカメラ 空中写真の撮影 
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ウ．空中写真の撮影 

撮影計画は、撮影区域ごとに、作成する数値地形図データの地図

情報レベル、地上画素寸法、対地高度、使用機器、地形形状、土地

被覆、気象条件等を考慮して立案します。空中写真撮影は、同一コ

ース内の隣接数値写真との重複度は６０パーセント、隣接コースの

数値写真との重複度は３０パーセントを標準とし撮影します（図 

IV-10）。同一コースは、直線かつ等高度の撮影となるように計画

し、対地高度は、｛（地上画素寸法）÷（使用するデジタルカメラの

１画素のサイズ）×（焦点距離）｝以下とし、地形や土地被覆、使

用するデジタルカメラ等を考慮して決定します。ＵＡＶによる地籍

調査においては、乙１区域では地上画素寸法が０.０２ｍ以内の空中写

真を筆界の判読や計測、航測図根点の計測に使用することができます

（運用基準別表第３３）。撮影後の空中写真の点検は、撮影高度、撮影

コース、実体空白部、統合処理の良否、写真の画質等について行い

ます。 

 

③ 空中写真撮影の成果 

空中写真撮影の成果は下表のとおりです。 

 

表 IV-11 空中写真撮影の成果（運用基準別表第５） 

空中写真撮影の成果 

① 標定図、② 空中写真、③ サムネイル写真、④ 撮影記録、⑤ 精度管理表（撮影コース別精度管理表） 

 

 

5.2 ＲＤ５-２：ＵＡＶレーザ計測 

① ＵＡＶレーザ計測の方法 

ア．ＵＡＶレーザ測量システム 

ＵＡＶ（無人航空機）に搭載したレーザ測距装置か

らレーザ光線を地上に向けて高密度に照射し、個々の

レーザ光線の往復時間から、照射された地表面や樹木

等の凹凸を計測する装置です。図 IV-12は、ＵＡＶレ

ーザ測量の原理を示したものです。ＵＡＶ機体には、

レーザ測距装置、ＧＮＳＳ/ＩＭＵ装置、デジタルカメ

ラなどが装備されています。 

 

イ．計測における留意点 

計測にあたっては、航空法その他の無人航空機の

飛行に関わる法律、条例、規制などを遵守し、上記「５．１②イの撮影における留意点」記載の地域特性を事前に把握し

て計測計画に反映させる必要があります。ＵＡＶカメラに比べて重量が重いＵＡＶレーザ測距装置は、搭載可能なＵＡＶ

機体が大型機となります。里山や農村部において大型のＵＡＶ機体を離発着させるために狭小な道路を設定すると一般

交通に支障を及ぼします。そのため、ある程度の大きさが確保された平坦地を事前に把握して計測計画に反映させる必要

があります（図 IV-13）。植生の繁茂状況によっては、レーザの地盤到達度が低いことがあり、落葉樹の場合は繁茂期と落

葉期とで地盤到達度が大きく異なるため、計測時期を考慮する必要があります。 

重複度 30% 

重複度 60% 

コースと撮影位置 

図 IV-10 ＵＡＶによる空中写真撮影 

図 IV-12 ＵＡＶレーザ測量の原理 
（「ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）」より） 
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ウ．ＵＡＶレーザ計測の実施 

ＵＡＶレーザ計測においては、所定の計測点密度で地表を観

測できるように、飛行速度、パルス頻度、走査スピード等を勘

案して設定された飛行高度、飛行速度で、所定の複数飛行コー

スを飛行しながら、レーザ測距信号、ＧＮＳＳ/ＩＭＵ装置の

計測データの記録を同時に実施します。照射されたレーザパル

スは、光路内の葉や枝等の地物でその一部が次々と反射され、

最終的に残った光が地面で反射され、レーザ光受信機に帰って

きます。 

反射して戻ってきた順番に、それぞれファーストパルス、中

間パルス、ラストパルスと呼び、発射されたレーザパルスの往

復時間と照射方向データからその反射点の三次元座標と反射強

度のデータを得ることができます。計測飛行のコースは通常は

３０％のサイドラップで計測しますが、植生や地形の状況を考

慮して、サイドラップを大きくすることも検討します。 

調査地域が山間地で凹凸のある場合、地形に沿った計測コース

を設定することが望ましいですが、急激な変化はＵＡＶ飛行の安定性や計測データに影響を及ぼすため、安全性を考慮し

た上に計測計画を行う必要があります。また谷底などの標高の低い地域に対して、計測点密度の基準に満たすように状況

に応じて計測コースを追加する必要があります。ＵＡＶを用いた航空レーザ測量の計測点密度は、乙１区域における植生

繁茂が著しい耕作放棄地などの地形起伏を把握するため、ＵＡＶレーザ計測から作成される微地形表現図でも筆界の検討

が可能な１００点／㎡以上が標準となります（運用基準別表第３３）。 

 

エ．ＵＡＶレーザ用数値写真の撮影 

数値写真の撮影は、計測範囲の状況等が変化しないよう、可能な限り計測と同時期に行い、レーザ計測装置と同時搭載

する機体の場合には同時撮影します。また撮影は、三次元復元計算による処理に配慮して等高度・垂直写真の撮影を標準

とします。数値写真の地上画素寸法は、筆界等を明瞭に判読するために地表面を可能な限り明瞭に視認できるように適正

に定めます。そのため、落葉樹等に覆われている地域については、落葉時期に撮影することで、有効な土地境界情報を判

読することができます。地籍調査での利用目的を踏まえて数値写真の地上画素寸法等を決定して地目の調査、現地調査等

に利用できます。また、冬期の積雪が見込まれる地域においては、積雪時期を想定した上で撮影計画を策定する必要があ

ります。 

 

② ＵＡＶレーザ計測の成果 

ＵＡＶレーザ計測の成果は下表のとおりです。 

 

表 IV-14 ＵＡＶレーザ計測の成果（運用基準別表第５の航空レーザ等を準用） 

ＵＡＶレーザ計測の成果 

① ＵＡＶレーザ計測コース図、② ＵＡＶレーザ計測データ、③ＧＮＳＳ/ＩＭＵ解析結果精度管理表、 

④ ＵＡＶレーザ計測記録簿・航跡図、⑤ 精度管理表 

 

 

図 IV-13 ＵＡＶレーザ測量時の離発着場 
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6. ＵＡＶ空中三角測量又はＵＡＶレーザ計測データの解析（ＲＤ６工程） 

6.1 ＲＤ６-１: ＵＡＶ空中三角測量 

① 新規撮影時の空中三角測量の方法 

ＵＡＶ空中写真測量では、撮影した空中写真、標定点、パスポイント及びタイポイン

トの写真座標、カメラキャリブレーションデータ等を用いて、空中写真の外部標定要素

及びパスポイント、タイポイントの水平位置と標高を決定します（図 IV-15、図 

IV-16、図 IV-17）。パスポイントは、同一コースで連続する数値写真間を連結する点、

タイポイントは隣接コースの数値写真間を連結する点に分けて選定します。 

パスポイント及びタイポイントの選定は、数値写真間の連結が理論的に最も堅ろうと

なる配置で、数値写真上で明瞭に認められる位置に配置します。 

パスポイントの配置は、主点付近及び主点基線に直角な両方向の３か所以上、主点基

線に直角な方向は、上下端付近の等距離に配置します。タイポイントの配置は、１モデ

ルごとに等間隔かつ直線状にならないようジグザグに、パスポイントで兼ねて配置する

ことができます。 

また、これらパスポイント及びタイポイントの写真座標及び、カメラキャリブレーシ

ョンデータ、標定点を用いてバンドル法により調整計算を行い、各数値写真の外部標定

要素並びにパスポイント及びタイポイントの水平位置及び標高を求めます。大気屈折及

び地球曲率の影響の補正は、撮影範囲が狭いこと、対地高度が低いことから、必要とし

ません。 

なお、この調整計算が収束しない場合には、理由としてはデジタルカメラやカメラキ

ャリブレーション、標定点、パスポイント・タイポイントなどに問題があると考えらま

す。よって、パスポイント・タイポイントの観測精度を上げるなどの見直しが必要とな

ります。 

 

② 空中三角測量における精度管理 

空中三角測量における精度管理は、下表のとおり実施します。 

 

表 IV-18 標定点の残差等の制限の標準（運用基準別表第３４） 

標定の種類 精度管理項目 制限値 

バンドル法ブロック調整 

標定点の残差 ［乙１］標準偏差０.１２ｍ以内、最大値０.２４ｍ以内 

隣接ブロックとのタイポイント

との座標値の較差 
［乙１］標準偏差０.１８ｍ以内、最大値０.３６ｍ以内 

各空中写真上におけるパスポイン

ト等の交会残差 
［乙１］標準偏差１.５画素以内、最大値３.０画素以内 

 

③ ステレオモデルの構築 

空中三角測量が終了すると、計算された写真の標定要素を使用してステレオ対ごとに偏位修正を行い、デジタルステレ

オ図化機の画面上で立体視ができるステレオモデルが構築されます。このステレオモデルは、写真に写されている地物の

判読・図化等を表示して確認することが可能です。 

 

  

図 IV-15 立体写真測量の原理 

図 IV-16 パスポイント 

図 IV-17 タイポイント 
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④ 空中写真（新規）の空中三角測量の成果 

空中三角測量の成果は、下表のとおりです。 

 

表 IV-19 空中三角測量の成果（運用基準別表第５） 

空中三角測量の成果 

① 空中三角測量成果表、② 空中三角測量実施一覧図、③ 写真座標測定簿、④ 内部標定残差表、⑤ 相互標定計算簿、

⑥ バンドル調整計算簿、⑦ 航測図根点成果簿、⑧ 航測図根点配置図、⑨ 精度管理表（空中三角測量） 

 

6.2 ＲＤ６-３: 既存の空中写真の空中三角測量 

既存の空中写真は、カメラ検定データやＧＮＳＳ/ＩＭＵ装置からの写真の外部標定要素が得られないこと、対空標識

の設置がなく地上座標を精度良く求めることが難しいことなどが考えられることから、基礎資料としてのオルソ画像を作

成するためには本章３.３.２のとおり、空中写真に写っている地物等を現地で測量して標定点とし、デジタルステレオ図

化機により空中三角測量を実施することになります。なお、空中三角測量（同時調整）が実施されている場合、その空

中三角測量（同時調整）成果を入手することで工程の効率化が図れます。 

 

6.3 ＲＤ６-２: ＵＡＶレーザ計測データの解析 

① ＵＡＶレーザ計測データ（新規）の解析方法 

ア．ＵＡＶレーザ計測データの解析 

新規に取得したＵＡＶレーザ計測のデータ解析は、図 IV-20に示すデータ処理の流れに沿って実施します。  

ＧＮＳＳ/ＩＭＵデータの解析：電子基準点等の固定局及びＵＡＶ搭載のＧＮＳＳ測量機の観測データを用いて、キネマ

ティック解析を行います。また、キネマティック解析及びＩＭＵ観測データによる最適軌跡解析を行います。レーザパ

ルスの発出時刻のセンサの位置と傾きが計算されます。 

三次元データの計算：測距のデータ、レーザパルスの走査角データ、キネマティック解析のデータを組み合わせレーザ

計測点の三次元点群データを計算します。さらに、ノイズ除去及び測地座標への座標変換を実施し、三次元計測データ

を作成します。精度点検は、調整点における地上座標とＵＡＶレーザ測量の座標の較差、隣り合った観測コースのデー

タ間の較差の点検を行い、較差が大きい場合はキネマティック解析の再解析・誤差調整を実施します。このようにして

得られた三次元点群データをオリジナルデータと呼びます。 

オリジナルデータの点検：オリジナルデータと、オリジナルデータの作成とは別に実施する点検測量で得られるデータ

との較差を求め、要求仕様を満たしているかを確認します。点検測量は、検証点の設置による点検を標準とし、調整点

とは別に、その点数以上の検証点を設置し、オリジナルデータと検証点との較差を求め、要求仕様を満たしているかを

点検します。点検の結果、オリジナルデータが要求仕様を満たしていない場合には、データの再作成等必要な措置を講

じます。 

フィルタリング処理：オリジナルデータから地表にある地物のデータ等を取り除くフィルタ処理を行い、地表に到達し

た点群データの集合であるグラウンドデータを作成します。グラウンドデータは、不均一な分布をする三次元点群データ

であり、後続のデータ解析等を効率よく実施できるように格子状の点の位置と標高をデータ内挿により計算し、グリッ

ドデータ（ＤＥＭデータ）を作成します。 

オリジナルデータから、各レーザ計測パルスの最も高い位置のデータのみを抽出すると表層のデータ点群を得るこ

とができます。これらのデータから、ＤＥＭに対応する格子の位置の高さを内挿により計算し、ＤＳＭデータを作成し

ます。 

 

イ．航測図根点の座標の計測 

航測図根点を選定し対空標識を設置している場合は、ＵＡＶレーザ用数値写真に写された航測図根点の位置を参考に、

オリジナルデータの上で対空標識の中央の座標を読取り、航測図根点名を付与して三次元座標を記録します。 
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② ＵＡＶレーザ用数値写真の解析方法 

可能な限りレーザ計測と同時期撮影した空中写真、もしくはレーザ計測装置と同時搭載する機器の場合は、同時撮影し

た空中写真を用いて対象の三次元形状を復元する技術のソフトウェア（三次元形状復元計算ソフト）により簡易オルソ画

像を作成します。 

簡易オルソ画像は、オリジナルデータのフィルタリング等の作業で使用するとともに、地目の調査や筆界案の作成等に

使用できます。 

 

 

 

図 IV-20 ＵＡＶレーザ測量のデータ処理の流れとサンプル 

 

③ ＵＡＶレーザ計測データの解析成果 

ＵＡＶレーザ計測データの解析成果は、下表のとおりです。 

 

表 IV-21 ＵＡＶレーザ計測データの解析成果（運用基準別表第５、公共測量作業規程準則第４７８条準用） 

ＵＡＶレーザ計測データの解析成果 

① ＧＮＳＳ/ＩＭＵ解析結果精度管理表、② 調整点・検証点・コース間点検箇所配点図、③ コース間点検精度管理表、 

④ 航測図根点成果簿、⑤ 航測図根点配置図、⑥ 調整点点検精度管理表（標高・水平位置）、 

⑦ オリジナルデータ均一度点検表、⑧ 点密度点検精度管理表、⑨ 検証点明細表、⑩ ＤＳＭデータファイル、 

⑪ ＤＥＭデータファイル、⑫ 精度管理表（グラウンドデータ、グリッドデータ） 

 

  

ＵＡＶレーザ計測 数値写真撮影

電子基準点データ 機上ＧＮＳＳデータ 数値写真

オルソ画像
（簡易オルソ画像含む）

センサ位置データ ＩＭＵデータ

センサ位置・姿勢データ

レーザ照射方向データ

照射点の三次元座標（ＵＡＶレーザ計測データ）

レーザデータ（走査角）

レーザデータ（照射距離）
フィルタリング

グラウンドデータ

ＤＳＭ（グリッドデータ）

ＤＥＭ（グリッドデータ）

ノイズ除去・座標変換

三次元計測データ（点群）
（オリジナルデータ） （ＵＡＶレーザ計測データの解析）

簡易オルソ画像 

オリジナルデータ 

ＤＥＭ(グリッドデータ） 
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7. 空中写真又は三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成（ＲＤ７工程） 

7.1 ＲＤ７-１：空中写真を用いた基礎資料の作成 

空中写真測量から基礎資料としてオルソ画像を作成します（運用基準第５０条）。 

① オルソ画像・オルソモザイクの作成 

１枚の空中写真は、被写体からの光が直進し、カメラのレンズ中心を通り、写真面に投射された像を記録したものです。

このような投影方法を「中心投影」と言います。中心投影の性質を持つ写真では、カメラに近い地物は大きく、遠い地物

は小さく写っており、縮尺が一定ではありません。また、基準とする水平面より高い地物は、全てその高さと写真内の位

置に応じて位置ずれ（偏位）して写ります。写真の位置ズレの大きさは、地形の凹凸の大きさや撮影高度によっても変化

しますが、山間地の地籍調査に使用する空中写真の場合には、数十ｍ～数百ｍになる場合もあります。したがって、これ

らの像の偏位、縮尺の変化、写真の傾きの影響を補正し、地図に重ねられるよう地図と同じ正射投影に変換する必要が

あります。 

図 IV-22は、直下に向けて撮影された中心投影画像の空中写真を、空中写真の内部標定要素、外部標定要素及び地形

データ（ＤＥＭ又はＤＳＭ）を使用して偏位を補正し、正射投影のオルソ画像に変換する原理を示します。 

オルソ画像の作成では、ＤＥＭの表面の１つの格子（Ａ）の写真上での位置a を、ＤＥＭから写真への逆投影により求

めます。次に、この写真上の四辺形の領域に含まれる画素を抽出し、作成するオルソ画像の画素の大きさで正方形の領域

に並べ替えを行い、その画像をオルソ画像のＡ´の位置に格納します。このような処理を、オルソ画像を作成する全ての

領域に対して実施し、正射投影されたオルソ画像を作成します。 

図 IV-23 には、真四角の空中写真が正射投影変換されたことにより複雑に変形したオルソ画像として作成された例が

示されています。 

なお、オルソ画像作成には、一般に地表面の凹凸の影響を補正するためにＤＥＭが使用されます。ＤＥＭは、地表の

植生や建物の高さを計測したデータではないので、植生、建物等の地面からの高さによる像の偏位は誤差として残ってい

ます。地籍調査においてオルソ画像というとこの種のＤＥＭを使用した写真地図を指していますので、筆界の位置の推定

等で利用する場合は注意が必要です。より精密に樹木等の高さによる偏位を修正したオルソ画像は、精密オルソと呼ば

れ、航空レーザ測量によって得たＤＳＭを使用すれば作成できます。 

また、個々の空中写真のオルソ画像を統合・編集し、一つの画像を作成することをオルソモザイクといいます。空中

写真は、重なりをもって撮影されていますので、オルソ画像の重複部において繋ぎ目が目立たないように、できる限り

鮮明な画像を残すように適宜編集処理を行い、色、明るさ等を調整し繋ぎ合わせます。オルソ画像の最終的な成果は、

モザイク画像を図郭ごとに切り出し、ファイル名として図郭名を付与し、索引図を作成し整理します。 

 

 

  

オルソ画像 

空中写真 

オルソモザイク 

図 IV-22 オルソ画像の作成方法 
図 IV-23 オルソ画像とオルソモザイク（例） 
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② ステレオ視による計測・図化と写真判読 

空中写真の空中三角測量が終了すると、デジタルステレオ図化機の画面で

ステレオモデルを観測できるようになるので、その上で地表の状況の判読や位

置・形状の計測を行い、地図データとして記録します（図 IV-24）。 

また、オルソ画像を作成する場合には、何らかの方法で地表の標高データ（Ｄ

ＥＭ）等を取得する必要があり、デジタルステレオ図化機によるブレークライン

法、等高線法、標高点計測法及び自動標高抽出技術又はこれらの併用法が考え

られます（公共測量作業規程準則第４０１条）。 

 

7.2 ＲＤ７-３：空中写真（既存）を用いた基礎資料の作成 

 既存の空中写真を用いた基礎資料の作成においても、新規撮影の空中写真と同様に、デジタルステレオ図

化機を使用したオルソ画像の作成及びそのための標高データの取得、筆界関連情報の判読・図化等ができます。 

本章６．の空中三角測量の項で述べたように、既存の空中写真の場合は、標定点の選定に困難が伴うものがあるため、

精度基準を満たさない場合は参考資料として使用することができます。位置精度の高い地図データ（近年撮影の精度の高

いオルソ画像や航空レーザ測量データ等）と重ね合わせて両者を比較する（例えば、古い空中写真上で読み取った植生

界等を、精度の高い地図の上に展開（移写という）する）ことで筆界位置の推定等を効率よく行うことができるよう

になります。 

図 IV-25 は、１９７６年と２０２２年撮影の空中写真から作成したオルソ画像を比較したものです。１９７６年の

空中写真では筆界を指し示す植生界が明瞭であり、両者をＧＩＳで重ね合わせることで、左の写真上で推定される筆界

位置を右の写真上に移写する等の作業を効率よく行うことができます。 

 

ａ）１９７６年オルソ画像 ｂ）２０２２年オルソ画像 

図 IV-24 図化機を使った図化（例） 

図 IV-25 １９７６年撮影と２０２２年撮影のオルソ画像の比較（イメージ） 
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7.3 ＲＤ７-２：三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成 

ＵＡＶレーザ測量の成果からは、基礎資料として三次元の座標値データを用いて微地形表現図を作成します（運用基準

第５４条第１項）。また、微地形表現図のほかにも、必要に応じて、樹種の分布を表現した図面（以下「林相識別図」と

いう。）、樹高の分布を表現した図面（以下「樹高分布図」という。）その他資料を作成することができます（運用基準第５

４条第４項）。 

① 微地形表現図 

微地形表現図では、尾根・谷線等の地形的な特徴線や里道等について、地形の

起伏を強調表現した画像等により把握することができます。図 IV-26は、植生に

覆われ、太陽光の陰影の影響を受けている空中写真ですが、この写真から地形を

判読するのは困難です。ＵＡＶレーザ測量は、このような山地においても詳細に

地形データを取得することが可能です。 

図 IV-27 に示す微地形表現図では、ＵＡＶレーザ測量で得たグリッドデータ

を用い、地上開度・地下開度・斜度を計算し、尾根谷度・傾斜度に応じた色づけ

を行い、立体感を感じさせる方法で地図情報を作成しています。ＵＡＶレーザ測

量から得られるグリッドデータは航空レーザ測量よりレーザ照射が高密度である

ため地形状況を詳細に把握することができることから、ＵＡＶレーザ測量から作

成された微地形表現図は、航空レーザ測量で判別可能な地形情報（尾根筋、谷筋

段差、里道等）のほかに畦道、狭小な用水路や休耕地（図 IV-28）などの有用な

情報も判別して筆界を検討することができ、平面図でありながら立体感が得られ

るよう工夫がされています。 

図 IV-29は、等高線を重ねた微地形表現図の例を示しています。等高線は最急

勾配の方向を把握しやすいので、筆界の検討に有用です。 

なお、微地形表現図の作成方法や表現方法については、いろいろな技術があ

り、今後も新しい技術発展が期待されることから、準則や運用基準の中では特に規定されていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｃ）微地形表現図 ｂ）簡易オルソ画像 ａ）現地写真 

写真撮影方向 

ａ）微地形表現図のみ ｂ）微地形表現図＋等高線 

図 IV-26 空中写真 

図 IV-28 休耕地の判別例 

図 IV-27 微地形表現図 

図 IV-29 等高線を重ねた微地形表現図 
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② 林相識別図 

林相識別図は、土地利用界や植生界を把握する用途に利便性が高いため作成するものです。林相識別図は、航空レーザ測

量による森林調査の分野で一般に利用されている地図情報です。 

図 IV-30は、樹冠高モデル、樹冠形状モデル、レーザ光の反射強度モデルの画像に色を割り付けてカラー合成したもので

す。航空レーザ測量には、不可視光線の近赤外線の波長の電磁波を使用していることから、植生の反射特定を反映した画像と

なっています。 

ＵＡＶレーザ測量も上記と同様に林相識別図を作成することができます。ま

た、林相識別図では、人工林や天然林の植生界が色分けされており、樹冠の

大きさも読み取れるので、専門家でない方にも容易に識別できます。乙１区

域では、山林の他、田、畑、雑種地、墓地及び宅地など、多種の地目が存在し

ます。特に田や畑において管理不足による耕作放棄地では、筆界を推定するに

あたり、畦畔などの詳細な地形は微地形表現図を用いて確認することが最も有

効ですが、合わせて、林相識別図からも周辺の管理された樹木の配列状況や樹

種の違いから、筆界を推定できることがあります。なお、林相識別図につい

ても、微地形表現図と同様の理由で、その作成方法や表現方法については特

に指定されていません。 

 

③ 樹高分布図 

樹高分布図は、植林地など人工林の把握など林齢の異なる植生界や森林の

ギャップが筆界を反映している場合に有用です。樹高は地面からの高さを示

しており、ＤＳＭからＤＥＭの高さを減じるデータ処理により把握すること

ができます。なお、樹高差等はそれ程大きくない場合があることから、情報を

強調表示し可視化する画像処理等が必要になります。乙１区域では、特に耕作

放棄地において筆界を推定するにあたり、微地形表現図、林相識別図の他、樹

高分布図からも周辺の樹木の高さとの差が認められる場合、より筆界を推定で

きることがあります。なお、草地、藪、笹などで覆われた原野化した耕作放棄

地では、高さは無いあるいは、低い値で表示されます。 

図 IV-31は、樹高分布図のデータを、陰影カラー段採図と陰影図で表示したものです。ＧＩＳでは、画像処理の機能を

装備したものもあり、ソフトを用いた画像データの状況に応じた対応が必要です。また、そのほか、筆界等の分析にお

いて必要な情報を整理し、必要に応じて各情報を図面にまとめることも重要です。なお、樹高分布図についても、微地

形表現図と同様の理由で、その作成方法や表現方法については特に指定されていません。 

 

 

7.4 ＲＤ７-４: 三次元座標値データ（既存）を用いた基礎資料の作成 

ＵＡＶレーザ測量で得られた既存の三次元座標値データを活用する場合にも、新規計測と同様に基礎資料として微地

形表現図を作成します。また、必要に応じて林相識別図、樹高分布図を作成します。 

  

図 IV-30 林相識別図 

図 IV-31 樹高分布図の陰影カラー段採図 
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8. 取りまとめ（ＲＤ８工程） 

ＵＡＶによる航空測量で作成した基礎資料の出来映え等について点検します。また、基礎資料の成果は、表 IV-32のとおり

です。 

表 IV-32 基礎資料の成果（運用基準別表第５） 

基礎資料の成果 

ＵＡＶ空中写真測量 

① オルソ画像 

② 精度管理表 

③ 微地形表現図等（必要に応じて作成） 

ＵＡＶレーザ測量 

① 微地形表現図 

② 精度管理表 

③ 林相識別図、樹高分布図等（必要に応じて作成） 

 

 

9. 補備測量（ＲＤ１１～ＲＤ１７工程） 

9.1 作業の準備（ＲＤ１１工程） 

補備測量とは、基礎資料及び準則第３０条第１項の筆界に関する情報を用いるのみでは、筆界点の座標値を算出するこ

とができない場合に行う測量のことです。補備測量のタイミングは現地調査等の前後を問いません。補備測量の実施が想

定される場合は、ＵＡＶ空中写真撮影やＵＡＶレーザ計測に先立ち航測図根点の設置も考慮する必要があります。航測法

を用いた地籍調査における補備測量の流れは 図 IV-34のとおりです。 

補備測量には次の３つの方法があります。 

► 地籍図根三角点等に基づき細部図根測量を実施し、その後一筆地測量を実施する方法 

► 航測図根点に基づき細部図根測量並びに一筆地測量を実施する方法 

► 単点観測法により一筆地測量を実施する方法 

補備測量を実施する地域の広さ、地形等の特性を考慮して、補備測量の方法を選定し、作業の準備をします。作業の

準備の事項は、表 IV-33のとおりです。 

 

表 IV-33 補備測量の準備 

補備測量における準備事項 

・補備測量実施計画書 

・地籍図根三角点等の既存の基準点成果簿及び点の記、地籍図根三角点選点図 

・航測図根点成果簿及び点の記、航測図根点選点図（航測図根点の計測を実施している場合） 

・測量機器（使用する測量の方法により、ＴＳ測量機、ネットワーク型ＲＴＫ-ＧＮＳＳ測量機） 

・現地確認資料 

・オルソ画像、微地形表現図等の基礎資料、地形図等の必要なもの 

・その他、現地測量作業で必要なもの 
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図 IV-34 航測法を用いた補備測量の流れ 

 

9.2 補備測量（細部図根測量）における選点及び標識の設置（ＲＤ１２工程） 

細部図根測量を実施する場合、細部図根点は後続の測量を行うのに便利であり、かつ標識の保存が確実である位置に選

定します。また、細部図根点には、標識を設置しますが、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げないとされてい

ます。細部図根点の選定結果は、細部図根点選点図に取りまとめます。（運用基準第５５条の３） 

 

9.3 補備測量（細部図根測量）における観測及び測定（ＲＤ１３工程） 

細部図根測量は、多角測量法によることが原則ですが、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法で実施す

ることができます。また、使用する測量方法等に応じて、細部図根測量の観測及び測定を適宜に実施します。 

 

9.4 補備測量（細部図根測量）における計算（ＲＤ１４工程） 

細部図根測量の計算は、使用する測量方法等に応じて適宜に実施し、細部図根点の座標を計算します。 

 

9.5 補備測量（細部図根測量）における点検測量（ＲＤ１５工程） 

細部図根測量の点検測量は、使用する測量方法等に応じて、一筆地測量に先立ち適宜に実施します。多角測量法による

細部図根測量を行った場合は、運用基準別表第１９に定める規定により点検測量を行います。点検測量の数量は、新設し

た細部図根点数の２％以上とします。放射法による場合は、運用基準第３５条に規定する方法により点検測量を実施しま

す。細部図根測量の結果は、図郭の区域ごとに、細部図根点配置図及び細部図根点成果簿に取りまとめます。 

 

Ｅ 
 
一 
 
筆 
 
地 
 
調 
 
査 

RD１１～RD１７工程：補備測量 RD 
 

航 
ＲＤ１１: 作業の準備 

空 

ＲＤ１２: 補備測量（細部図根測量）における選点及び標識の設置 
測 

ＲＤ１３: 補備測量（細部図根測量）における観測及び測定 量 

ＲＤ１４: 補備測量（細部図根測量）における計算 

ＲＤ１５: 補備測量（細部図根測量）における点検測量 

ＲＤ１６: 補備測量（一筆地測量）における観測及び測定 

ＲＤ１７: 補備測量（一筆地測量）における計算及び筆界点の点検 

ＲＤ１８: 筆界点座標値の計測及び点検 
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9.6 補備測量（一筆地測量）における観測及び測定（ＲＤ１６工程） 

放射法又は多角測量法による一筆地測量は、ＧＮＳＳ法又はＴＳ法により行うこととされていますが、単点観測法によ

る一筆地測量は、ネットワーク型ＲＴＫ法により実施することもできます（運用基準第５５条の４）。 

一筆地測量は、使用する測量方法等に応じて、適宜に実施します（運用基準別表第２４、第２７、第２９）。 

 

9.7 補備測量（一筆地測量）における計算及び筆界点の点検（ＲＤ１７工程） 

一筆地測量における計算及び筆界点の点検は、使用する測量方法等により適宜に実施します。 

 

9.8 補備測量の成果 

補備測量における細部図根測量及び一筆地測量の成果は、表 IV-35のとおりです。 

 

表 IV-35 補備測量の成果（運用基準別表第５） 

補備測量の成果 

① 細部多角点選点図（必要な場合）〔準則第６３条の２〕、② 細部多角点平均図（必要な場合）〔準則第６３条の２〕 

③ 細部図根点選点図、④ 細部図根測量観測計算諸簿、⑤ 細部図根点網図〔準則第６７条〕、⑥ 細部図根点成果簿

〔準則第６７条〕、⑦ 細部図根測量精度管理表、⑧ 一筆地測量観測計算諸簿、⑨ 一筆地測量精度管理表 

 

 

10. 筆界点座標値の計測及び点検（ＲＤ１８工程） 

10.1 空中写真又は航空レーザ測量データを用いた筆界点座標値の計測及び点検 

土地の所有者等により筆界が確認されると、筆界の位置をＵＡＶ空中写真又はＵＡＶレーザ測量のデータを用いて算

出します。具体的には筆界案の調査に使用した基礎資料をＧＩＳ等で表示し、筆界点の位置を計測します。 

既に筆界案を作成する段階で筆界案の筆界点座標の算出が行われ、その筆界案に修正が無い場合は、基本的にそのデ

ータを使用することになります。 

また、筆界点座標値の点検は、総筆界点（補備測量による座標値を採用した筆界点を除く）から２％以上を抽出し、

ＧＩＳ等により当該の空中写真又は航空レーザ測量データを用いて再算出して行います。 

 

10.2 補備測量の成果を用いる筆界点座標 

補備測量の対象となった筆界点については、補備測量によって得られた座標値を採用し、筆界点座標値算

出成果簿にあわせて取りまとめます。 
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Ｅ工程：一筆地調査 

Ｅ１: 作業の準備 

Ｅ２: 作業進行予定表の作成 
（公図） （閉鎖和紙図） 

Ｅ３: 単位区域界の調査 

Ｅ４: 調査図素図等の作成 

Ｅ５: 現地調査等の通知 
（森林計画図） （オルソ画像） （過去の空中写真） 

Ｅ６: 市町村の境界の調査 

Ｅ７: 現地調査等 

Ｅ８: 取りまとめ 

（微地形表現図） （林相図） 
ＦⅡ-２:地籍図原図の作成 

資
料
（
例
） 

ＲＤ１１～ＲＤ１７:補備測量 

V. 一筆地調査（Ｅ工程） 

航測法における一筆地調査は、図 V-1の作業工程に沿って実施されます。 

 

1. 作業の準備（Ｅ１工程） 

航測法を用いた地籍調査における一筆地調査（Ｅ工程）は、航空測量（ＲＤ工程）と併行して実施できる

とされています（準則第７６条）。作業の準備においては、以下の作業を実施します。 

・調査地域の一筆地調査に必要な資料の収集（航空測量による基礎資料はＲＤ工程で準備） 

・関係機関からの協力を得るための連絡調整及び協力の要請 

・作業の実施体制の構築 

・その他、必要な準備 

乙一区域における一筆地調査に有用な資料等としては、表 V-3 のものが例としてあげられます。航測法で

は、効率的に調査を進める観点から、原則として立会は行わない前提としていることから、できる限り有効

で適切な資料等の収集に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 V-1 一筆地調査の作業の流れ及び調査に使用する資料の例 

 

2. 作業進行予定表の作成（Ｅ２工程） 

地籍調査の「計画書」に基づき、「作業進行予定表」を作成して行うものとされています（準則第１３条）。

この作業予定表の作成に当たっては、地籍調査実施推進委員会等の助言を参考にして、作業計画の適切性の

確保に努めます。 
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3. 単位区域界の調査（Ｅ３工程） 

一筆地調査を行う場合には、単位区域の概略を調査します。単位区域界の調査は、現地において行うこと

を原則とされていますが、土地の現況その他の事情により現地において行うことが相当でないと認められ、

かつ、その他の方法によって当該単位区域の概略の調査を行えるときはこの限りではありません（運用基準

第６条の２）。単位区域界の調査の結果は、地形図等に記録します。 

 

4. 調査図素図等の作成（Ｅ４工程） 

（１）調査図素図、調査図一覧図の作成 

調査図素図の作成に当たっては、管轄登記所と事前に十分協議する

こととされています。調査図素図は、現地調査又は図面等調査の作業

に適した大きさのものとし、一筆の図形内に修正事項が記載できるス

ペース等を勘案して適宜の大きさに区分し、その各部分ごとに、登記

所地図を複写したものに、所定の事項（名称、番号、縮尺及び方位、

土地の所有者の氏名又は名称、地番、地目、隣接する区域に係る登記

所地図の名称又は調査図の番号、作成年月保及び作成者の氏名）を表

示して作成します（図 V-2）。なお、具体的な表示例については、調査

図素図表示例（昭和３２年１０月２４日付け経企土第１７９号経済企

画庁総合開発局長通達）があります。 

また、調査図素図の接合関係を示す図面に所定の事項（名称、調査

図素図の番号、単位区域に隣接する地番区域の名称、作成年月日及び

作成者の氏名）を表示した調査図一覧図を、調査を行う単位区域ごと

に作成します（準則第１５条～第１７条、運用基準第８条）。 

 

表 V-3 乙１区域における一筆地調査で筆界案作成に有用な資料（例） 

資料の保有者 資料の種類 資料の保有者 資料の種類 

航空測量 

基礎資料 

オルソ画像 

道路部局 

道路台帳図 

微地形表現図 用地買収丈量図 

林相識別図 公共用地払下げ図面 

樹高分布図 法定外公共財産図面 

過去のオルソ画像 市町村道及び農道台帳図 

法務局 

登記所地図（公図等） 
河川部局 

砂防基盤図 

登記簿データ（履歴あり） 河川現況台帳図 

閉鎖和紙図 

公共団体 

占用許可に関する図面 

地積測量図 
市町村所有の地形図、 

更生図・宝典図 

土地所在図 

民間団体 

電力会社用地買収図 

地役権図面 線下補償に関する図面 

農地部局 
耕地整理施工地図 占用許可に関する図面 

農地地図 所有地管理図面等資料 

  

図 V-2 調査図素図 
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（２）地籍調査票の作成 

地籍調査票は、毎筆の土地について、登記簿に基づいて作成します（準則第１８条、運用基準第１０条）。

また、地籍調査票は、土地課税台帳等を用いて作成することもできますが、この場合においては、作成後遅

滞なく登記簿と照合します。地籍調査票は、地番区域ごとに、地番の順につづり、表紙を付し、これに土地

の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載します。なお、具体的

な地籍調査票の作成方法については、地籍調査票作成要領（令和３年３月３１日付け国不籍第５７９号国土

交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知）に基づくこととなります。 

 

5. 現地調査等の通知（Ｅ５工程） 

航測法を用いた地籍調査において、現地調査等の通知の要点は表 V-4のとおりです（準則第２０条）。 

 

表 V-4 航測法を用いた地籍調査における現地調査等の通知 

 

6. 市町村の境界の調査（Ｅ６工程） 

現地調査等に着手する前に、当該現地調査等に関係のある市町村の境界を調査します（準則第２２条）。市

町村の境界の調査を行うに当たっては、関係市町村の関係職員及び境界に接する土地の所有者等の立会を求

め、それらの者の同意を得て、分岐点、屈曲点その他必要な地点に境界標を設置します。ただし、土地の勾

配が急であることその他の事情により、当該関係職員及び当該所有者等の立会を求めることが適当でないと

認める場合において、他の方法により当該境界を調査できるときは、この限りでないとされています。市町

村の境界の調査を行うことができないときは、調査図素図の当該部分に「境界未定」と朱書します。 

  

事 項 対 応 方 法 等 

土地の所有者等への図面等調

査の通知 

土地の勾配が急であることその他の事情により、現地調査を実施することが

適当でないと認める場合において、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査

票の作成の終了時期が明らかとなったとき又はその作成を終了したときに

は、図面等調査に着手する時期を決定し、土地の所有者等に、実施する地域

及び時期並びに調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべ

き旨を通知する。 

通知が到達しなかった場合等

における対応 

通知が到達しなかった場合等の所有者等の探索に当たっては、閉鎖登記簿の

調査のほか、所定の調査等により行う。これらの調査を行っても新たな情報

が得られなかったときは、近隣住民又は現地精通者等への聞き取り、最終住

所地への現地訪問等の調査は要しない。 

筆界を明らかにする客観的な

資料が存在するとき 

現地復元性を有する地積測量図その他の筆界を明らかにする客観的な資料が

存在し、筆界案をあらかじめ作成することができる場合は、現地調査の通知

に併せて、当該筆界案を送付し、確認を求めることができる。 



27  

筆界案の作成（Ｅ７-１） 
・収集資料等 

・航空測量で得られた基礎資料 

・現地精通者の証言 
現地確認の実施（現地精通者同行）（Ｅ７-２） 

長狭物の調査（Ｅ７-３） 

特殊な土地に対する処理（Ｅ７-４） 

地目の調査（Ｅ７-５） 

現地調査等の通知（Ｅ７-６） 図面等調査により実施する。 

・筆界案 

・筆界案説明のための資料・調査結果等 

・現地精通者の証言等 

・プレゼンテーション装置等 

土地の所有者等の集会所等での筆界の調査・確認（Ｅ７-７） 

現地調査の実施（必要な場合に一部実施）（Ｅ７-８） 

調査図の作成（Ｅ７-９） 

 

7. 現地調査等（Ｅ７工程） 

（１）現地調査等に含まれる作業工程 

現地調査等に含まれる作業小分類は、図 V-5 のとおりです。現地調査等の作業には、地上法の地籍調査に

含まれない次の小工程が含まれています。 

・筆界案の作成（Ｅ７-１） 

・現地確認の実施（現地精通者同行）（Ｅ７-２） 

・土地の所有者等の集会所等での筆界の調査・確認（Ｅ７-７） 

・現地調査の実施（Ｅ７-７の図面等調査に加え、必要な場合に一部実施）（Ｅ７-８） 

・調査図の作成（Ｅ７-９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 V-5 現地調査等の流れ 

 

（２）筆界案の作成（Ｅ７-１） 

筆界等を確認するために必要な情報を積極的に収集します。また、筆界の調査については、準則第３０条

で規定されており、その抜粋を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

準則第３０条第２項に定められているとおり、図面等調査を行う場合においては、筆界の現地における位

置と推定される位置を図面等に表示した「筆界案」を作成し、これを用いて土地所有者等に対し筆界の確認

を求めることとされています。この「筆界案」は、筆界に関する情報を総合的に考慮して作成することとさ

1 筆界は、登記簿、登記所地図、登記簿の附属書類、筆界特定手続記録その他の資料の内容、地形及び地

物の状況、慣習その他の筆界に関する情報を総合的に考慮し、かつ、土地の所有者等の確認を得て調査

する。 

2 図面等調査を行う場合においては、筆界に関する情報を総合的に考慮し、当該筆界の現地における位置

と推定される位置を図面等に表示した「筆界案」を作成し、これを用いて前項の確認を求めるものとす

る。 
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れていますが、具体的な筆界に関する情報として、準則第３０条第１項では①登記簿、登記所地図、登記簿

の附属書類、筆界特定手続記録その他の資料の内容、②地形及び地物の状況、③慣習が例示されています。

なお、その他の資料として、登記所以外の関係行政機関や土地の所有者等が保有している資料等が含まれ

（運用基準第１５条の２第１項）、その他の筆界に関する情報として、地目、土地の面積及び形状並びに工作

物、囲障、境界標その他の地物の設置の経緯等が含まれるほか（同第２項）、 

筆界の調査に当たっては、必要に応じ、現地精通者の証言も参考にす

ることができるものとされています（同第３項）。また、航空測量で

得られた基礎資料についても、筆界案の作成の基礎となる資料として

取り扱われます（準則第８１条の２）。 

なお、一筆地調査と航空測量は、併行して実施することが可能で

す。また、現地確認は、予察と本調査、地域別の調査というように何

回かに分けて適宜に実施することが考えられます。それ故、筆界案の

作成と現地確認は、適宜に組み合わせて実施されることが考えられま

す。 

図 V-6 は、筆界推定の根拠を表示した筆界案です。 

 

表 V-7 筆界案の作成において用いる情報等（例） 

筆界案作成に用いる情報 要  件 

地積測量図 
位置及び形状が誤差の範囲内で一致する地積測量図に記載された筆界情

報 

筆界情報の記載された資料 
筆の位置、形状及び周辺地との関係に矛盾の無い資料に記載された筆界

情報 

航空測量により作成された基礎資

料 

航空測量により撮影又は計測された筆界等を示す地物情報、尾根や谷等

の地形情報及び森林情報 

現地精通者の証言 現地精通者の資料分析、現地確認における証言 

 

里山・農村部における公図には、現況との整合が良くないものもあります。筆界案の作成における留意点

は以下のとおりです。 

・単位区域界の調査の結果に基づき、公図の外周の地形図、微地形表現図等の上での位置を概略把握する。 

・公図がどの地点から見て作成されたかという視点で分析すると、公図と現況の対応付けができる場合があ

る。 

・公図上に河川、道路（里道を含む）、尾根線、谷線等の骨格となるものがある場合は、その形状等を参考に、

微地形表現図等に対応づける（図 V-8 調査図素図の骨格の対応付けによる筆界案作成）。 

・公図と微地形表現図等の対応付けが困難な場合は、空中写真

と比較すると特徴点を選定しやすい場合がある。 

・公図上に、その位置が既知の筆がある場合は、それを基準と

して筆の並び等を配置する。 

・分筆された筆の場合は、分筆前の筆の位置をまず対応付ける。 

・尾根線、谷線の対応付けを行った後に、斜面を横切る筆界線

の位置を、林相識別図等の植生情報、過去の空中写真の施業

界等を参考に、筆界の位置を推定する。 

・耕作放棄地や建物跡地などで公図と現況とが不整合な場合は、

過去の空中写真から耕作地や建物の筆界の位置を推定する。 

・資料等の分析により、ある程度筆界案の検討を行った後に現地

確認を実施すると、現地で確認しなければならないポイントが

明瞭になり効果的である。 

図 V-6 筆界推定の根拠を表示した筆界案 

図 V-8 調査図素図の骨格の対応付けによる筆界案
作成 
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（３）現地確認の実施（Ｅ７-２） 

現地確認は、収集した資料のみでは筆界等の分析等が困難な土地について、必要に応じて現地精通者を伴

って行い、調査図素図及び地籍調査票に基づいて表 V-9に示すような事項について調査します。 

 

表 V-9 現地確認時の調査事項及びその内容 

調 査 事 項 調 査 の 内 容 

調査の結果の記録等 調査図素図及び地籍調査票に筆界等の調査の結果及び調査年月日を記録する。 

現地精通者の証言 現地確認に当たっては、原則として現地精通者の証言を得る。 

調査に関係する官公庁の協力 
長狭物管理部門、国有地管理部門及び市町村の普通財産管理部署等に協力要

請するとともに、密接な連絡調整に努める。 

土地の所有者等への説明資料

等 

図面等調査において、土地の所有者等に調査地点の状況を説明するために必

要な写真撮影等を実施する。 

調査地点の例（必要に応じて

位置と地番をできる限り調

査） 

市町村の境界・字界（公図の外周）、道路・水路等の長狭物の位置と筆界の

関係（筆界が地形と一致しない箇所等）、境界木・露岩等の目標物、境界

標、その他集会所等での土地の所有者等の確認等において有効と思われる地

理情報。 

※空中写真等の立体写真を利用できる環境にある場合には、ステレオ画像

を立体観測すると参考となる情報を得ることができる場合がある。 

現地確認地点の記録 
現地確認を実施した地点については、ネットワーク型ＲＴＫ法を用いた単点

観測法等により位置を計測し、その結果を調査図素図に記録する。 

 

現地確認を行う前に現地精通者と打合せを行い、調査地域

の境界の慣習や現地の状況を把握し、何を現地確認の対象と

すべきか検討した上で、計画の立案 及び準備を行います。 

また、現地確認の際は、極力現地精通者の同行を求め、現地

での案内等を依頼します。 

乙１区域は、農業や林業に従事している人が多く居住して

おり、住民生活の影響を受けて細分化された利用形態の土地

が多く存在し、乙２や乙３区域と比べて土地利用が複雑とな

ります（図 V-10）。微細な道路・水路網が多いほか、農地

（田・畑）、宅地、墓地、境内地、山林等多くの地目が混在し

ています。居住宅地と空き家となって管理が放棄されている

宅地、耕作地と耕作放棄地等のように、同じ地目の場合にお

いても、地形や植生の状況によって筆界の現地の状況が異な

ります。 

地形被覆の影響が大きい地目としては、土地の管理が不十分な状況になりやすい田、畑、宅地、池沼、山

林、牧場、原野、墓地などと多くの地目が挙げられます。これら地目の地形被覆状況を現地確認の際に確認

してＵＡＶレーザ計測の密度を高める飛行計画を立案することで、地形起伏状況を詳細に把握して筆界位置

の推定を容易にすることも有効となります。また、現地確認の際に筆界点と想定される境界杭が存在する場

合には、事前に境界杭周辺の下草などを刈り地形起伏から筆界点を判別可能な状態とすることも筆界案を作

成するのに有効となります。下草などを刈ることにあたっては、土地所有者を含め地元の理解を得た上で実

施する必要があります。また、境界杭は、ネットワーク型ＲＴＫ法を用いた単点観測法等により位置を計測

し、その結果を調査図素図に記録することも一筆地調査を効果的に進めていくことに有効となります。 

さらに、土地の所有者等が筆界を図上で確認する際に有用な地理情報（坂の名称や池の名称など）を現地

図 V-10 乙１区域における地目構成 
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精通者から聞き取りし、調査図素図に記録します。このほか、現地確認においては、土地の所有者等への説

明時に必要な地理情報（土地や峠、沢等の名称、祠等の目標物の名称等）や土地の筆界を連想して思い浮か

べるために有効な情報について収集すると効果的です。たとえば、現地に向かう途中のビューポイントから

の写真、ビデオ等も筆界案の説明の導入部に使用すると有効な場合があります。集会所等で土地の所有者等

に対して調査内容をどのように説明するのが効果的かという視点からの情報収集も必要です。 

現地確認においては、確認地点や確認経路等を記録します。現地確認の結果、筆界案に変更がある場合に

は、調査図素図及び地籍調査票に基づき、筆界案を修正します。 

 

 

（４）長狭物の調査（Ｅ７-３） 

長狭物とは、道路、運河、用悪水路、堤防、みぞ、導水管、送水管、排水管、鉄道線路、軌道又は河川等

の施設の敷地をいい、それらが相互に交差する場合には、その交差部分の調査方法が規定されていますので、

それに則って調査します（準則第２８条）。 

①道路の調査 

地籍調査地域に、道路が含まれている場合は、その部分の地籍調査の方法について、Ａ、Ｂ工程の段階で

道路管理者等と協議し、既存の道路管理区域の測量成果等の資料を利用する方法、地上法との併用法で地籍

調査を実施する方法等について決定し、その方針に沿って実施します。 

②里道の調査 

里道の調査は、法定外公共財産図面等がある場合には、それらの資料や航空測量で得られた基礎資料又は

必要に応じて現地調査等に基づき、公図上の里道の位置及び幅員を調査します。 

③河川（水路）の調査 

河川（水路）の調査は、管理者との協議により調査方法を決定します。公図上に河川が記載されている場

合には、その範囲（定義）に沿って、景況に従って航空測量の基礎資料等を用いて筆界案を作成します。 

 

 

（５）特殊な土地に対する処理（Ｅ７-４） 

特殊な土地に対する処理は、地上法における場合と同様に次のとおりです。 

① 地番が明らかでない場合の処理（準則第３１条） 

② 分割、合併、一部合併があったものとしての調査（準則第２４～第２６条、第３２条、第３３条） 

③ 新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理（準則第３４条） 

④ 滅失した土地等がある場合の処理（準則第３５条） 

⑤ 地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理（準則第３６条） 

⑥ 代位登記の申請（準則第２７条） 

 

 

（６）地目の調査（Ｅ７-５） 

地目の調査は、毎筆の土地について、その主たる用途について運用基準第１５条所定の地目の区分により

最新の空中写真を使用して、また必要に応じて現地調査を実施して行います。当該地目と調査図素図の地目

とが異なる場合には、その変更の年月日を調査し調査図素図に記録します（準則第２９条）。 
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（７）現地調査等の通知（Ｅ７-６） 

集会所等での図面等調査の通知は、本章５．（Ｅ５工程）で述べたとおりですが、表 V-11 は運用上の留意

事項について示します。開催日時、会場等の決定後、速やかに土地の所有者等に対して説明会の開催通知を

送付します。また、開催通知には、筆界に関する資料を土地の所有者等が保管している場合は、説明会に持

参していただくよう記載します。 

 

表 V-11 集会所等での図面等調査の開催通知送付等における留意点 

留意事項 具体的な留意点 

集会所等の開催場所 

土地の所有者等が集まりやすい場所で地元の集会所等 

※地元の集落に居住していない場合や遠くから参加する土地の所有者等の場合もあ

り、場所の選定においては交通の便等も考慮する 

参加する関係者 土地の所有者等、地籍調査担当職員、現地精通者、受託者 

開催日 土地の所有者等の職業等を勘案して、平日だけでなく土日の開催も検討する。 

土地の所有者等の筆界

確認時間の割り付け 

開催通知に記載する日時については、特定の日時に土地の所有者等が集中しないよ

うに十分検討する。土地の所有者等を長時間待たせないように、説明開始時間や時

間帯を割り付ける等の工夫が必要である。 

筆界の調査・確認の方

法 

筆界の確認に際し、筆界の両側の土地の所有者等が異なる場合は、両者が同時に筆

界の位置等を確認することが有用である。それが困難な場合は、別々に筆界の確認

を実施し、筆界の位置の認識が異なる場合は、その旨を土地の所有者等及び関係者

に通知し、後日両者が同時に再確認をする等の方法を講じる。 

 

 

（８）土地の所有者等への集会所等での筆界の調査・確認（図面等調査）（Ｅ７-７） 

① 集会所等における図面等調査の実施 

図面等調査の実施については、次のとおり規定されています（準則第２３条の２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 集会所等における筆界の調査方法 

集会所等における筆界の調査方法については、「リモートセンシングデータを活用した基本調査における集

会所等での説明会実施の手引」（国土交通省土地・建設産業局地籍整備課、令和元年１２月）に記載がありま

す。これは、国が実施する基本調査に関する手引ですが、参考として以下に掲載します。 

 

ア．集会所等で行う筆界の調査における留意事項については、基本調査の手引の以下の記載が参考になりま

す。 

・航測法を活用した基本調査では、現地作業を極力少なくして効率化を図る必要がありますが、必要な事項

は現地確認しておかなければ土地の所有者等の理解が得られる筆界案の作成や説明ができず、新たな現地

調査や補備測量等が多大に発生して、現地作業が増えることになります。 

図面等調査は、調査図素図に基づいて、次に掲げるいずれかの方法により、毎筆の土地について、その

所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。 

一  図面等を収集又は作成し、当該図面等を当該調査に係る土地の所有者等に送付する方法 

二  図面等を収集又は作成し、集会所その他の施設において、当該図面等を当該調査に係る土地の所有者

等に示す方法 

三  前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める方法 

 

また、前項の調査を行うときは、当該調査に係る土地の所有者等に対し、当該調査の実施に必要な事項

に関する報告又は資料の提出を求めるとともに、その経緯を地籍調査票に記録するものとする。 
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・このため、現地を把握した上で筆界案を作成していること、現地確認の結果と航空測量成果を基に作成し

た筆界案は適合していることなど、航測法を活用した調査手法は信頼できる調査手法であると土地の所有

者等が納得できる資料作成と説明を行う必要があります。 

・土地の所有者等にとって、筆界を示す地図や航空測量により作成した基礎資料等は、日ごろ見慣れない資

料等であり、できる限り分かりやすい表現やことばで説明します。また、地元で使われている地名や目標

物の名称を使って説明するとともに、航空測量成果等から読み取れる現地の状況、植生の種類、樹の大き

さ（樹高）等の情報を提供し、土地の所有者等に筆界の確認のヒントを提供します。さらに、土地の所有

者等とのやり取りの中で、土地の所有者等の話を聞いて、土地の所有者等がもつ筆界のイメージを聞き取

るとともに、質問等に答える必要があり、説明者にコミュニケーションスキルが求められます。 

・筆界案の説明に使用する地図等は、三次元表示する等、高齢の土地の所有者等にも分かりやすい資料の作

成に努めます。地名、道路名、河川・谷の名称等の表示は大きく、分かりやすい表示とします。また、橋、

工作物等の位置を特定するための目標物等は図形としての表示でもよいので表示することで、確認の参考

となります。 

 

イ．筆界等の調査に準備する資料には、次のものがあります。 

 空中写真やオルソ画像： 空中写真やオルソ画像は、一般の土地の所

有者等にも分かりやすい地図のようです。現状を示す近年のオルソ画

像では植生が大きく生長し繁茂していることが多いので、過去の写真

のオルソ画像を合わせて準備すると、かつての耕作地（現在耕作放棄

地）、集落跡地等も把握でき有用です(図 V-12) 。 

 微地形表現図： 乙一区域においては、耕作地の形状や道路等を示す

微地形を立体的に判読することが容易な微地形表現図は筆界の調査に

非常に有用です。また、樹木や繁茂した植生下の地面にある、かつて

の耕作地や道路などの地面の形状が把握でき、土地の所有者等の古い

記憶を元に筆界の位置を確認する場合などに有効です（図 V-13 筆

界案（微地形表）。 

 樹高分布図： 林齢の差や林分間のギャップが筆界である場合があ

り、次に示す林相識別図と組み合わせて森林の管理状況や植林の時期

の違いを推測できる場合があります。また、土地の所有者等による筆

界の確認時に、樹高情報を提供すると、具体的な情報として有用で

す。樹高分布図は、微妙な樹高の差やギャップを可視化します。乙一

区域においては、周辺の山林の状況より筆界を判断する参考となるこ

とがあります。 

 林相識別図： 航空レーザ光のパルスの反射強度等から樹種、樹冠の

状況等を表現した地図情報です。樹種の違いによる森林の林相界、境界木等の樹木等を判読することができ、

筆界を調査する材料となります。樹高分布図と同様、乙一区域においては、周辺の山林の状況より筆界を判

断する参考となることがあります。 

 

 集会所等で筆界を調査する資料としては、これらの地図情報をベースにした筆界案を準備します。これらの資

料を土地の所有者等に示したときに、確認する筆の位置や周辺の状況を確認するまでに時間を要します。このた

め、筆界案を示した図の作成においては、土地の所有者等が説明を受けている筆の位置を確認できるように、調

査区域内の字名、小字名、集落名、調査区域に隣接している（調査区域外の）字名等についても明記しておくこ

とが望ましいと言えます。さらに、土地の所有者等の筆界の確認に有用な道路、河川や水路、露岩、崩壊地、植

生界、土地利用界等の情報や、現存する寺院や神社、墓地、橋などのランドマークを可能な限り明記すると、説

明や確認がスムースに進みます。 

また、現地確認で把握した杭や地物などを図面に表示するとともに、現地確認時に撮影した写真をＧＩＳに関

図 V-12 筆界案（オルソ画像） 

図 V-13 筆界案（微地形表現図） 
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連付けておくと説明が容易となります。さらに、紙資料については、高紙質（光沢紙）で、画質等の明るさやコ

ントラストを調整して印刷すると格段に視認性が向上する場合もあるので、必要に応じて検討します。 

また、筆界案の作成の過程で収集・使用した調査図素図、地籍調査票その他各種資料を準備し、土地の所有者

等による筆界の調査・確認に備えます。他方で、地図等については、ＧＩＳ等に格納しておき、画面等による調

査等に備えます。 

 

ウ．会場に準備する主な物品等と会場の配置 

説明会当日に準備する主な物品等は 表 V-15のとおりです。また、会場の配置は、使用できる会場の状態に

よっても異なりますが、基本的な配置例は 図 V-14のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 V-14 説明会場の配置 

 

 

表 V-15 説明会当日に準備する主な物品等 

①受付用土地の所有者等名簿、②（土地の所有者等に渡す）番号札、③土地の所有者等毎の調査対象筆一覧表、 

④説明用資料（調査図（公図）、オルソ画像、空中写真、微地形表現図、樹高分布図、林相識別図、調査図素図）、 

⑤説明者用手持ち資料（地形図、森林計画図、森林境界明確化関係資料、（農地に接している場合等）農地台帳、 

（住宅地に隣接している場合等）住宅地図、固定資産台帳等、その他筆界案作成に使用した資料等、 

⑥パソコン（ＧＩＳ等のソフト装備）及びＰＣモニタ（可能な限り大きい画面のものが望ましい）、 

⑦プロジェクタ及びスクリーン（航測法による地籍調査等についてプロジェクタを使用して説明する場合）、 

⑧机・テーブル、⑨椅子若しくは座布団、⑩付箋（筆界案にコメントがある場合の記録用）、 

⑪ボールペン等筆記具（多色ボールペンと蛍光ペンも用意するとよい）、⑫拡大鏡、⑬朱肉、⑭説明資料の展示用道具 

 
 

エ．受付及び趣旨や方法の説明 

説明会会場では、受付の後、趣旨や航測法による地籍調査の調査手

法に関する概略説明を図 V-17 ②の待機・説明コーナーで担当者等が

行うことが考えられます。このコーナーでは、紙図面の筆界案等も見

られるようにしておけば、土地の所有者等が待機時間に所有土地の図

面上の位置や状況をあらかじめ把握できるため、後続の筆界確認等が

スムースに進むことが期待されます。 

 

オ．紙資料及びＧＩＳを使った筆界案の説明と確認 

図 V-16は、筆界案の説明及びＧＩＳを用いた確認風景の様子です。 

筆界確認は、隣接土地の所有者と同時に確認するのがベストです

が、別々にしか確認できない場合もあります。筆界案の確認等には

出
入
口 

➀ 

受

付 

②航測法の地籍調査を説明す

るコーナー 

・待機時間を有効利用して所

有する土地の位置等を確認し

てもらうスペース 

③筆界案説明・確認スペース 

・大判印刷図面 

・資料等 

 

ＰＣモニタ 

土地の所有者

説 明 者
関

係

者

等 

④地籍調査票への署名又

は記名押印スペース 

必要に応じて 

複数台設置 

図 V-16 筆界案の確認風景 
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様々な形態が考えられますが、土地の所有者等と説明者が対面して行い、まず紙地図等の資料によって説明し、

その後ＰＣモニタにＧＩＳで管理している筆界調査・確認のための資料等を表示して、説明や質疑・応答を行

う方式が考えられます。 

この場合、説明とＧＩＳの操作をそれぞれ別の者が分担して実施するのが、筆界の確認等がスムースに行え

るようです。筆界案の紙資料を使った説明では、初めに確認する筆の大まかな位置を土地の所有者等に説明し

ます。ランドマークとなる地物や土地の所有者等の自宅、説明会の会場等からどのような経路でその土地に行

くかを説明すると、スムースに説明が進む場合があります。しかしながら、土地の相続を受けた若い所有者は、

「土地がどこにあるか分からない」という場合もありますので、説明者が筆界案を作成した経緯なども含めて

より丁寧に説明します。 

次に当該土地及び周辺の状況を、航空測量で得られた基礎資料、現地確認の結果等を用いて説明します。そ

の上で、公図等を基に作成した筆界案の位置を説明し、確認を求めます。この場で、土地の所有者等から具体

的な筆界案の修正位置の証言が得られた場合は、証言内容や（証言が妥当な場合には）修正した筆界を筆界案

の上に記録します。筆界案を修正した場合は、線の色を変えて記録すると分かりやすくなります。図 V-18 は、

土地の所有者等の確認により筆界案を修正した例を示します。 

図 V-18 土地の所有者等による確認の結果、修正した筆界案の例 

 

紙資料で筆界案の確認が得られなかった場合や、土地の所有者等がより詳細な状況を見たいと希望される場

合は、ＧＩＳ を用いて更に詳細に筆界に関する情報等を説明します。ＧＩＳ は３Ｄ表示や拡大・縮小、回転等

が可能で、登記情報や林務関係資料、税務関係資料、現地写真等の情報も表示できるため、適宜必要な情報を

表示して説明を行います（図 V-18、図 V-19 ＧＩＳを使った筆界案の３Ｄ表）。 

なお、画面上で拡大・縮小・回転を繰り返すことによって、縮尺を途中から把握できなくなる土地の所有者

等もいることから、ＧＩＳの操作においては注意が必要です。これまでの境界確認の実績では、紙資料の地図

や空中写真、パソコンの大型モニタに表示され、詳細がわかるように拡大された地図や空中写真、現地写真に

よる説明で、多くの土地の所有者等の方々は筆界の位置や現地の状況を理解していただいています。 

 

          図 V-19 土地の所有者等による筆界確認の風景 図 V-20 ＧＩＳを使った筆界案の３Ｄ表示 
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①調査図素図・調査図一覧図、②収集資料一式、③図面等調査の通知一覧表、④集会所での受付簿、⑤筆界案確

認用紙資料・GIS データ（一式）、⑥筆界案、⑦地籍調査票、⑧現地調査結果、⑨筆界確認・筆界未定報告書、⑩

調査図 

 

プロジェクションマッピングの技術を応用し、３Ｄプリンターで作成した立体模型に、筆界案、空中写真、

調査結果等を投影して筆界を確認する方法や、現地のビデオ映像を示す等の新たな試みも既に始められていま

す。 

紙資料の場合と同様に、この場で土地の所有者等から具体的な筆界案の修正位置の証言が得られた場合は、

証言内容や（証言が妥当な場合には）修正した筆界案を異なる線種で記録し、土地の所有者等が修正後の筆界

案を確認した旨地籍調査票に記録します。 

 

カ．筆界の確認に基づく署名又は記名押印 

紙資料による説明やＧＩＳを用いた確認の結果、筆界案について土地の所有者等の確認が得られた場合は、

地籍調査票に署名又は記名押印をいただき、筆界の確認作業は終了です。 

 

（９）現地調査の実施（Ｅ７-８） 

① 現地調査の実施 

筆界案について、土地の所有者等から修正位置の証言がされた場合で、その場では妥当と判断できない場

合は、現地調査を実施します。また、説明した筆界案に対して確認が得られず、その場で具体的な修正位置

の証言も得られなかった場合、現地に行けば筆界が分かる土地の所有者等に対しても現地調査を実施します。

なお、土地の所有者等で実際には山に登れない方については、土地の入口で一筆地の概要を説明し、その説

明に基づき現地で微地形表現図等を用いて確認や修正の補助をするということもあり得ます。その他の手段

で筆界を確認できる見込みがなく、現地に行っても筆界が分からない土地の所有者等が保有する筆について、

準則第３０条第１項、第３項、第４項又は第５項の規定に基づき調査できないときは、関係者で協議の上、

筆界未定として処理します。なお、これらの対応については、地籍調査票に経緯を記載します。現地調査を

実施して筆界が確認できた場合、その旨地籍調査票に記載し、その位置が航空測量等による基礎資料で特定

できる場合は、その場で筆界の位置を筆界案に記入します。 

 

② 補備測量の決定 

現地で確認された筆界の位置が航空測量等による基礎資料では特定できない場合は、補備測量を実施しま

す。補備測量の詳細はⅣ章を参照してください。 

 

 

（１０）調査図の作成（Ｅ７-９） 

集会所等における土地の所有者等による筆界案の確認が終了した段階で、その確認結果や現地調査の結果

を反映し記録した調査図を作成します。 

 

 

（１１）土地の所有者等の筆界の確認の成果 

図面等調査及び必要に応じて現地調査を実施した結果として、土地の所有者等による筆界の確認の成果は

表 V-21のとおり作成されます。 

 

表 V-21 土地の所有者等の筆界の確認の成果 
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VI. 地籍図原図の作成（ＦⅡ－２工程）・地積測定（Ｇ工程） 

 地籍図原図の作成と地積測定は、基本的に地上法による地籍調査と同様となります。詳細は航測法の手引の中

の「Ⅵ．地籍図原図の作成（ＦⅡ－２工程）・地積測定（Ｇ工程）」に記載されています。 

 

 

 

VII. 地籍図及び地籍簿の作成（Ｈ工程） 

 本工程も、基本的に地上法による地籍調査と同様となります。詳細は航測法の手引の中の「Ⅵ．地籍図及び地

籍簿の作成（Ｈ工程）」に記載されています。 
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VIII. よくある質問 

 

Ｑ１: 乙１区域において農地と宅地が混在している場合、農地を航測法（ＵＡＶ）、宅地部分を地上法で実施する

ことは可能ですか？ 

Ａ１: 併用法又は補備測量として実施することが可能です。 

 

Ｑ２: 隣接地区の精度区分が甲３の場合、単位区域界の測量は地上法で実施すべきですか？ 

Ａ２: 精度区分の異なる地区が隣接する場合、接する部分の筆は高い精度に合わせて測量します。隣接地区の精

度区分が甲３の場合は航測法が使用できませんので、接する部分の測量は地上法で実施する必要がありま

す。 

 

Ｑ３: 標定点又は調整点について、単点観測法により観測された点を使用できるようになりましたが、観測及び

計算はどのように行えばよいですか？ 

Ａ３: 公共測量作業規程準則第１１７条～１２０条に準じて実施してください。 

 

Ｑ４: ＵＡＶを用いた航測法により地籍調査を実施した場合、工程管理・検査はどのように実施すればよいです

か？ 

Ａ４: 乙２区域・乙３区域で実施する航測法と同様に、地籍調査事業（航測法による地籍調査）工程管理及び検

査規程細則（令和６年６月２８日国不籍第２８８号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知）に

基づいて実施します。 
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